
消費税の基本的な仕組み

消費税と負担と納付の流れ（税率５％の場合）
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社会保険診療における消費税の取扱い

社会保険診療報酬は消費税非課税の取扱い

卸 療機関等納税義務者

税率５％の場合
（診療報酬による売り上げ3000は仮定）
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○ 納税義務者は、卸のみ。

社会保険診療は非課税のため、
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納税はしない
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除を行えないが、仕入に係る税
負担（本図では50）は診療報酬
で手当てされている。
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（参考）仮に社会保険診療に係る消費税を課税とした場合

社会保険診療に係る消費税が非課税とされている現行制度では 患者及び保険者の消費税負担は仕入れ（１０００円）社会保険診療に係る消費税が非課税とされている現行制度では、患者及び保険者の消費税負担は仕入れ（１０００円）
に係る消費税負担（５０円）のみを診療報酬で手当てしているのに対し、

仮に課税化された場合には、診療報酬による売上全体（３０００円）に対する消費税負担（１５０円）を患者及び保険が負担
することになる。
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平成元年度と平成９年度の対応の基本的考え方

１．仕入れに要する消費税負担分をマクロレベルで措置

診療報酬本体については、医療機関における費用全体から、非課税品目（人件費等）や、消費税の影響を手
当てする薬剤費、医療材料費を控除して、消費税非課税の影響を考慮する必要がある割合を算出し、消費
税引上げに伴う物価への影響を加味して改定率を算出

２ 診療報酬の点数項目の引上げ

診療報酬の点数項目のうち、消費税による影響が明らかであると考えられる診療報酬の点数を引上げ

２．診療報酬の点数項目の引上げ

＜【参考】医療機関の費用構造＞

消費税は非課税

薬価及び材料価格
の改定により消費税
を手当

消費税非課税の影響を
考慮する必要がある部分

＜【参考】医療機関の費用構造＞

人件費 医薬品費

医
療
材

委
託
費

経費、その他

（光熱費、賃借料等）

（診
療
材
料
、

特
定
保
険

減
価
償
却

設
備
関

人件費 医薬品費 料費、
給
食
材
料
等
）

険
医
療
材
料

却
費

係
費

＜今回対応のポイント＞

【課題1】（マクロレベルでのコストアップ分の把握）

→医療経済実態調査により把握

【課題2】（高額投資の状況把握）

→新たに調査を実施
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（参考）消費税の課税・非課税の取扱い等について
○ 現行の非課税の仕組みは、医療機関の仕入れのうち、消費税が課税されない人件費等を除いた仕入れに係

る消費税のみを診療報酬で対応。 課税とする場合は、医療費全体に消費税がかかるため、税収は増加する一
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